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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年７月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年６月１７日 ０５時１４分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市江井
え い

ケ島港西南西方沖 

 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位２４１°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３９.１′ 東経１３４°５１.８′） 

事故の概要  プレジャーボートかしはら丸は、増速しながら左旋回中、また、漁

船幸運
こううん

丸は、船首を東南東方に向けて漂泊し、東南東方へ潮流に流さ

れながら操業中、両船が衝突した。 

 幸運丸は、船長が負傷し、船首甲板の脱落等を生じ、また、かしは

ら丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和４年６月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート かしはら丸、２.１トン 

   ２７０－３２０７３兵庫、個人所有 

   ９.０５ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１３６.１kＷ、昭和６２年７月 

Ｂ 漁船 幸運丸、１.４トン 

   ＨＧ３－６０２５４、個人所有 

   ７.６８ｍ（Lr）×２.０５ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６９.９kＷ、平成１１年７月１日 

   第２５２－２３１２１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１４年４月１５日 

    免許証交付日 令和４年６月１３日 

           （令和１０年１月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１６年６月１４日 

    免許証交付日 平成３０年１２月１１日 

           （令和６年１０月２２日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首甲板が脱落、左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 １、視程 約５km 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 東南東流約０.６ 

ノット（kn） 

日出時刻：０４時４７分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、令和４年６月１７日０４時３０

分ごろ兵庫県姫路
ひ め じ

市の船だまりを出航し、兵庫県淡路
あ わ じ

市江埼沖の釣り

場に向けて約２０kn の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵によ

り東南東進していた。 

 船長Ａは、江井ケ島港西南西方沖を航行中、右舷船首方に船首を南

南西方に向けて漂泊中の知人の船を認め、接近するよう右舵を取り、

０５時１３分ごろ同船の左舷方でＡ船の船首を南南西方に向けて漂泊

した後、知人に声を掛けた。 

 船長Ａは、知人との話を終え、釣り場に向かう針路に戻すつもりで

約１０kn に増速しながら左旋回中、船首方にＢ船を認め、衝突を避

けようと更に左舵を取ったが、０５時１４分ごろＡ船の右舷船首部と

Ｂ船の左舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、脱落したＢ船

の船首甲板を回収した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、たこ一本釣り漁の目的で、０４

時４５分ごろ兵庫県東播磨港を出航した。 

 船長Ｂは、江井ケ島港西南西方沖において機関を停止し、船首から

パラシュート型シーアンカーを、船尾から長さ約１０ｍの錨代わりの

鉄製チェーンをそれぞれ投入し、０５時１０分ごろ船首を東南東方に

向けて東南東方へ潮流に流されながら操業を開始した。 

 船長Ｂは、仕掛け２個を海中に投入した後、船尾甲板で正船尾方に

身体を向けて座り、次に投入する仕掛けの準備をしていたところ、左

舷方約３０ｍにＢ船に向かって接近するＡ船を認めて大声を出した

が、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況を確認し、海上保安庁への通報及び脱落

した船首甲板の回収を船長Ａに依頼した。 

 船長Ｂは、東播磨港に帰航後、病院を受診し、腰部打撲、両前腕打

撲及び右前腕挫創と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａは、操舵区画の風防が経年劣化で透明度が落ち、見えにくく

感じており、同区画外の右舷側に立った姿勢で操船していたので、同
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区画の左舷方のＢ船に気付くのが遅れたのではないかと本事故後に 

思った。 

 船長Ｂは、操業を開始した際、周囲に操業の支障となる他船を見掛

けず、投入する仕掛けの準備に意識を向けていたので、Ｂ船に向かっ

て接近するＡ船に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

 Ｂ船には、汽笛が備えられていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、江井ケ島港西南西方沖において、船首を南南西方に向けて

漂泊し、船長Ａが知人と話をした後、東南東方の釣り場に向かう針路

に戻すつもりで増速しながら左旋回中、操舵区画外の右舷側に立った

姿勢で操船していたことから、同区画の左舷方で漂泊して操業中のＢ

船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、操舵区画の風防が経年劣化で透明度が落ち、見えにくく

感じていたことから、同区画外の右舷側で操船していたものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、江井ケ島港西南西方沖において、船首を東南東方に向けて

漂泊し、東南東方へ潮流に流されながら操業中、船長Ｂが、投入する

仕掛けの準備に意識を向けていたことから、Ｂ船に向かって接近する

Ａ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、操業を開始した際に操業の支障となる他船を見掛けな 

かったことから、投入する仕掛けの準備に意識を向けていたものと考

えられる。 

原因  本事故は、江井ケ島港西南西方沖において、Ａ船が船首を南南西方

に向けて漂泊し、船長Ａが知人と話をした後、東南東方の釣り場に向

かう針路に戻すつもりで増速しながら左旋回中、Ｂ船が船首を東南東

方に向けて漂泊し、東南東方へ潮流に流されながら操業中、船長Ａ

が、操舵区画外の右舷側に立った姿勢で操船し、また、船長Ｂが、投

入する仕掛けの準備に意識を向けていたため、互いに気付くのが遅

れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、旋回する際、旋回方向の見張りを適切に行うこと。 

 ・船長は、操舵区画の風防が経年劣化で透明度が落ち、見えにくく

感じる場合は、風防を取り替えることが望ましい。 

 ・船長は、漂泊しながら操業する際においても、特定の作業に意識

を向けることなく、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・長さ１２ｍ未満の船舶の船長は、携帯式エアホーンなどを備え、
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漂泊中に接近する船舶などに対して、有効な音響による信号を行

うことが望ましい。 

 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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東播磨港 

Ａ船 

Ｂ船（漂泊中） 

事故発生場所 

（令和４年６月１７日 

 ０５時１４分ごろ発生） 

 

知人の船 

Ａ船 

Ｂ船 

江井ケ島港 

兵庫県 

大阪府 
明石市 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 


